
   

トピックス ～ 賃上げ促進税制の概要及び改正による変更点 ～ 

令和 4 年 4 月 1 日以降に開始される事業年度（個人事業主にあっては、令和 5 年及び令和 6 年）

を対象として、中小企業向け賃上げ促進税制についての改正がありました。 

今号では、賃上げ促進税制の概要と今回の改正による変更点について改めてご案内します。 

詳しくは、当事務所にお尋ねください。 

１．賃上げ促進税制の概要 

 賃上げ促進税制とは、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の

一部を法人税（個人事業主は所得税）から税額控除できる制度のことです。主なポイントは、雇

用者給与等支給増加割合が前年度と比べて 1.5％以上増加していることです。 

２．税額控除額について 

 賃上げ促進税制を適用することができることになった場合、具体的な税額控除額は以下の通り

になります。 

税額控除額＝「控除対象雇用者給与等支給増加額」×15％ 

      但し、法人税額又は所得税額の 20％が上限となります。 

「控除対象雇用者給与等支給増加額」とは、本税制を適用しようとする適用年度の「雇用者給与

等支給額」から前事業年度の「比較雇用者給与等支給額」を差し引いた金額をいいます。 

尚、「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」に、給与等に充てるため他の者から

支払を受ける金額（一般的には、出向負担金の受入額）がある場合（雇用安定助成金額を除く）、

その金額を控除して計算行います。 

以下、控除対象雇用者給与等支給増加額の具体的なケースを２つ紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．本改正による主な変更点について 

  新制度  「雇用者給与等支給額」が前年度比べて 2.5％以上増加    控除率 ＋15％ 

         教育訓練費の額が前年度と比べて 10％以上増加  .     控除率 ＋10％ 

新制度では、経営力向上要件の廃止及び教育訓練費増加要件に係る明細書の添付義務が保存義務

に変更されるなど上乗せ要件が簡素化され、最大控除率が 40％に引き上げられました。

令和４年９月 1 日 
Ｎo. 304 



所長のつぶやき                  Ｎｏ.304 号 令和４年９月 

（猛）残暑お見舞い申し上げます。 
気候変動の影響が顕著となり、日本のみならず、世界中が異常気象に見舞われております。遠からず、

日本の四季のうち、春と秋の季語も忘れ去られてしまいかねません。杞憂であることを願うばかりです。 
今月号はつぶやきも手抜きして、小生の６月の名古屋税理士会 総会での発言が８月号会報に掲載されて

おりましたので、以下に切り張りした記事を「つぶやき」に代えさせていただきます。 

               （令和４年９月 所長 橋本 ） 
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